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令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ６ 日 

保健福祉政策部国保・年金課 

 

後期高齢者医療制度における自己負担割合２割の導入について 

 

１ 主旨 

   後期高齢者医療制度においては、令和３年６月に成立した「全世代対応型の

社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」および政

令により、令和４年１０月１日から一定の収入がある被保険者の自己負担割合

が１割から２割に引き上げとなる。 

   一方で、令和４年７月３１日には現在発行している被保険者証の有効期限が

到来するため、全被保険者を対象に被保険者証の一斉送付を令和４年７月に実

施する。それに加え、自己負担割合２割の導入に伴い、令和４年９月にも一斉

送付を実施する。短期間に２回被保険者証を送付するため、被保険者や関係機

関に混乱の無いよう十分な情報提供に努める。 

 

２ 負担割合の判定基準および世田谷区被保険者数 

（１）現行（令和４年９月３０日まで） 

負担

割合 
判定基準（原則） 

被保険者数 

（令和４年３月末） 

３割 
世帯内被保険者に住民税課税所得１４５万円以上

の方がいる場合 

２１，２６８人 

（２２％） 

１割 
世帯内被保険者がいずれも住民税課税所得１４５

万円未満の場合 

７７，１６０人 

（７８％） 

 

（２）２割導入後（令和４年１０月１日から） 

負担

割合 
判定基準（原則） 

被保険者数 

（想定・概算） 

３割 
世帯内被保険者に住民税課税所得１４５万円以上

の方がいる場合 

２２，０００人 

（約２２％） 

２割 

以下の①②の両方に該当する場合 

① 同じ世帯の被保険者の中に課税所得が２８万円

以上１４５万円未満の方がいる 

② 「年金収入（遺族年金、障害年金を除く）」＋ 

「その他の合計所得金額」の合計額が 

・被保険者が１人……………２００万円以上 

・被保険者が２人以上…合計３２０万円以上 

２３，０００人 

（約２３％） 
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１割 

以下のいずれかの場合 

・世帯内被保険者がいずれも住民税課税所得２８

万円未満 

・２割判定基準①に該当し、同②に該当しない 

・住民税非課税世帯 

５４，０００人 

（約５５％） 

   厚生労働省の試算では、東京都の被保険者の約２３．１％が２割負担の対象

者と見込んでいる。この割合を元に試算すると、世田谷区では約２３,０００人

が２割負担の対象と見込まれる。 

 

３ 配慮措置について 

   長期にわたる外来受診について、急激な負担増を抑制するため、２割負担に

なる者の外来受診の負担増加額について、最大でも月３千円に収まるよう措置

を講じる。急激な負担増加を抑制するためのものであり、施行後３年間の経過

措置とする。 

   上限額を超えて支払った金額は高額療養費として、東京都後期高齢者医療広

域連合より後日支給される。 

   厚生労働省の試算では、新たに２割負担となる対象者の中で、負担増となる

者は約９３％と見込んでいる。配慮措置の対象となる月がある者はその中の約

８０％を見込んでいる。 

 

【配慮措置の計算例】１か月の医療費全体額が「５０，０００円」の場合 

自己負担割合１割のとき① ５，０００円 

自己負担割合２割のとき② １０，０００円 

負担増③（②－①） ５，０００円 

窓口負担増の上限④ ３，０００円 

支給（払い戻し）等（③－④） ２，０００円 

 

４ 今後のスケジュール 

（１）被保険者証送付 

  全被保険者を対象に下記日程にて被保険者証を一斉送付する 

① 令和４年７月中旬発送 ＜券面の色：藤色＞ 

有効期限：令和４年８月１日から令和４年９月３０日まで 

負担割合：１割または３割 

② 令和４年９月中旬発送 ＜券面の色：水色＞ 

有効期限：令和４年１０月１日から令和６年７月３１日まで 

負担割合：１割、２割または３割 
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（２）区民への周知（予定） 

６月１５日 区のお知らせ「せたがや」記事掲載（７月中旬の保険証一斉更新に

ついて） 

下旬 広域連合より医療機関向けポスター配布 

７月 １日 区のお知らせ「せたがや」帯記事掲載（７月中旬の保険証一斉更新

について） 

２日 いきいき通信 vol.32発行（広域連合にて主要新聞に折込） 

上旬 区ホームページ掲載（配慮措置について） 

上旬 出張所、くみん窓口、まちづくりセンター、高齢者事業所へポスタ

ー配布 

中旬 区広報板へポスター掲出 

９月 １日 区のお知らせ「せたがや」記事掲載（２割導入、９月中旬の保険証

発送および配慮措置について） 

上旬 町会回覧にて２割導入に関するリーフレット配布 

上旬 出張所、くみん窓口、まちづくりセンターへ２割導入に関するリー

フレット配布 

上旬 いきいき通信 vol.33発行（広域連合にて主要新聞に折込） 

その他 国がインターネット・ＢＳ番組・ラジオ番組・新聞広告での広報を

予定している。 


